
平成３０年２月１４日 

農 林 水 産 部 

 

みえ森と緑の県民税について 

 

１ みえ森の緑の県民税の取組概要（別添資料・リーフレット） 

 

 平成 26年４月１日から導入した「みえ森と緑の県民税」は、「災害に強い森林づくり」と「県

民全体で森林を支える社会づくり」の２つの基本方針とそれに伴う５つの対策（土砂や流木を

出さない森林づくり、暮らしに身近な森林づくり、森を育む人づくり、木の薫る空間づくり、

地域の身近な水や緑の環境づくり）に沿って、県と市町が役割分担した中で効率的に事業を進

めています。 

 

＜５つの対策の取組内容＞ 

（１）「土砂や流木を出さない森林づくり」 

流木の発生や土砂の流出を抑制する森林整備、治山施設等に異常堆積した土砂・流木の撤去など 

（２）「暮らしに身近な森林づくり」 

荒廃した里山や竹林の整備、道路沿い等で倒木などの恐れがある樹木の伐採など 

（３）「森を育む人づくり」 

地域住民を対象とした森林環境教育・木育、これら地域活動を担う人材の育成など 

（４）「木の薫る空間づくり」 

集会所や保育園、学校等の施設における木造・木質化や木製品の導入など 

（５）「地域の身近な水や緑の環境づくり」 

地域住民による森林公園の整備や遊歩道の整備など 

 

（１）県が実施する事業 

県では、実施効果が広範囲にもたらされる対策などを担う役割に基づき、主として「土

砂や流木を出さない森林づくり」と「森を育む人づくり」に取り組んでいます。これまで

に、流木の発生や土砂の流出を抑制する森林の整備、治山施設等に異常堆積した土砂・流

木の撤去などを行うとともに、森林環境教育・木育の推進と森づくり活動を促進するため、

「みえ森づくりサポートセンター」を開設して、指導者の養成や市町・学校・ボランティ

ア団体の活動支援などに取り組みました。 
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（２）市町が実施する事業 

市町では、地域の実情に応じて創意工夫して施策を進める役割に基づき、全国でも例の

少ない「市町交付金事業」の導入により、主として「暮らしに身近な森林づくり」、「森を

育む人づくり」、「木の薫る空間づくり」、「地域の身近な水や緑の環境づくり」に取り組ん

でいます。これまでに、市町交付金事業により、荒廃した森林の整備や里山整備、公共建

築物等の木造・木質化など、様々な創意工夫のみられる新たな取組が行われました。 

 

（３）評価委員会による基金事業の評価結果 

平成 26 年度事業から毎年度、評価委員会において、実施した事業ごとに有効性、効率

性、公益性の３つの視点から「評価」を行っています。 

これまでに実施した事業の総合評価は、全て「Ｂ」評価（継続が妥当である）です。 

 

２ みえ森の緑の県民税施行状況の検討（見直し）について（別添資料１参照） 

税の見直しについては、条例により、施行後おおむね５年ごとに行っていくことになって

います。今年度で税導入から４年目となり、これまでの課題を認識し、市町や団体、県民の

皆さんの意見や要望を聴きとり、見直しに向けた検討を進めているところです。 

 

（１）見直しの論点 

  これまでの課題や意見を整理し、以下の４つの論点をまとめました。 

 

①平成 26年４月にみえ森と緑の県民税が導入されてから、平成 30年度末をもって５年が

経過するが、その後も制度を継続するのか。 

 

②「２つの基本方針と５つの対策」についてどう考えるのか。 

基本方針 対策 

災害に強い森林づくり 
① 土砂や流木を出さない森林づくり 

② 暮らしに身近な森林づくり 

県民全体で森林を支える社会づくり 

③ 森を育む人づくり 

④ 木の薫る空間づくり 

⑤ 地域の身近な水や緑の環境づくり 
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③事業実施の３原則をどう考えるのか。また、県民ニーズの把握や事業の検証結果等から、

新たな取組を行う必要はないのか。 

【原則１】既存事業の財源に巻き替えること無く、新たな森林対策として実施する新

規又はこれに準ずる取組であること 

【原則２】「２つの基本方針と５つの対策」に沿った内容であること 

【原則３】産業振興を目的としたものでないこと 

 

④税額・税率、年度ごとおよび県と市町の配分、５年間の必要経費についてどう考えるの

か。また、国が導入を検討している「森林環境税（仮称）」との関係をどのように整理

するのか。 

 

（２）見直しの方向性（評価委員会での審議・検討状況） 

平成 30年 1月 15日に開催した「みえ森と緑の県民税評価委員会」において、見直し案（制

度素案）を提示し、４つの論点を中心に審議・検討が行われました。 

 

検討結果として、 

  ①税制度の継続については、制度内容を議論しながら、引き続き検討することになりまし

た。 

  ②２つの基本方針と５つの対策については現行どおりとし、対策１の名称については、「土

砂や流木の被害を出さない森林づくり」、「土砂や流木の被害を抑える森林づくり」とする

案を基にして、引き続き検討することとなりました。 

  ③事業実施の３原則については、素案のとおり 

【原則１】「２つの基本方針と５つの対策」に沿った内容であること 

【原則２】新たな森林対策として実施する新規又はこれに準ずる取組であること。 

なお、税導入以前から取り組まれている事業の場合は、新たな視点を取り入れ

た対策とすること 

【原則３】直接的な財産形成を目的とする取組でないこと 

とする。新たな取組の実施については、引き続き検討することになりました。 

  ④税額・税率、配分と必要経費、国税との関係については、県民税と国税を一体で活用す

る方針とし、税額・税率、配分と必要経費については、引き続き検討することとなりまし

た。 
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３「森林環境税及び森林環境譲与税（仮称）」との関係について（別添資料２参照） 

 

＜導入の背景＞ 

平成 29年 12月 14日に、自由民主党、公明党から平成 30年度税制改正大綱が公表され、「自

然条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う新たな制度（新

たな森林管理システム※1）を創設することとされており、森林関係法令の見直しを行い、平

成 31年４月から施行することが予定されています。その見直しを踏まえ、平成 31年度税制改

正において、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、森林環境税（仮称）及

び森林環境譲与税（仮称）を創設する。」ことが示されました。 

 

※１  新たな森林管理システム 

  管理が行われていない森林に対する市町村の新たな役割として 

① 森林所有者自ら森林管理を行わない場合には、市町村が経営を受託した上で、意欲と能力のあ

る林業経営体に再委託する 

② 自然的条件から再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林について、市町村が間伐

等の公的管理を行う 

こととした、森林を適正に管理する「新たな森林管理システム」を構築する。 

また、新たな森林管理システムを円滑に施行するため、都道府県が市町村の技術支援等を行うと

ともに、必要に応じ代行を行うことができる措置を講じる。 

以上の制度について、森林関連法令の見直し等を行い、平成 31年 4月から施行する。 

 

＜森林環境税（仮称）の概要＞ 

（１）基本的な仕組み 

  ① 国内に住所を有する個人に対して課税する国税とする。 

  ② 税率は、年額 1,000円とする 

  ③ 賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行う。 

  ④ 市町村は、森林環境税（仮称）として納付又は納入された額を都道府県を経由して国

の交付税及び譲与税配布金特別会計に払い込む。 

（２）施行期日 

2024年度（平成 36年度）から課税する。 
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＜森林環境譲与税（仮称）の概要＞ 

（１）基本的な仕組み 

  ① 森林環境譲与税（仮称）は、森林環境税（仮称）の収入額に相等する額とし、市町村

又は都道府県に対して譲与する。 

② 譲与基準 

・森林環境譲与税（仮称）の 10分の９に相等する額は、市町村に対し、当該額の 10分

の５の額を私有林人工林面積で、10分の２の額を林業就業者数で、10分の３の額を人

口で按分して譲与する。 

・森林環境譲与税（仮称）の 10分の１に相等する額は、都道府県に対し、市町村と同

様の基準で按分して譲与する。 

   ③ 使途及び公表 

・市町村は、森林環境譲与税（仮称）を、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の

促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならない。 

・都道府県は、森林環境譲与税（仮称）を、森林整備を実施する市町村の支援等に関す

る費用に充てなければならない。 

・市町村及び都道府県は、森林環境譲与税（仮称）の使途等を公表しなければなれらな

い。 

（２）施行期日 

森林環境譲与税（仮称）は、2019年度（平成 31年度）から譲与する。 

 

   

＜国税（森林環境譲与税）と県民税（みえ森と緑の県民税）の関係について＞ 

 平成 31年度の導入が予定されている「森林環境譲与税（仮称）」は、間伐や人材育成・担い

手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充当されるこ

ととなり、みえ森と緑の県民税と一体で活用する方針として検討しているところです。 

  

４ 今後のスケジュール 

 今後のスケジュールとしては、市町の皆様のご意見を伺いながら、評価委員会において引き

続き議論・検討を行い、平成 30年４月に中間案を取りまとめます。その後、市長会、町村会

においても改めてご説明させていただき、皆様の意見を反映させ、平成 30年８月に最終答申

をいただく予定です。 

 

5



 

 

＜今後のスケジュール＞ 

平成 30年２月中旬  市町の意見聴き取り・意向確認 

平成 30年４月    平成 30年度第１回評価委員会（中間案の検討） 

平成 30年４月下旬  市長会、町村会へ説明 

平成 30年４月～５月 パブリックコメントの実施 

平成 30年７月     平成 30年度第２回評価委員会（最終案提示） 

平成 30年８月    平成 30年度第３回評価委員会（最終案答申） 
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みえ森と緑の県民税（制度素案）について 

 
平成 30 年 1 月 15 日 

三重県 
 

1. 制度に関する基本的な考え方 

(1) みえ森と緑の県民税のしくみ 
① みえ森と緑の県民税条例で定められている事項（2 つの基本方針［「災害に強い森林づくり」

と「県民全体で森林を支える社会づくり」］、徴税方法） 
・徴税方法については、徴税にかかるコストが低廉であり、制度開始時に各市町の税システ

ムの改修を行っていることから、現行制度を踏襲することが適当と考えます。 
※税額は、次回評価委員会で提示します。 

② みえ森と緑の県民税基金条例で定められている事項（県による基金の設置） 
・「県民税均等割の超過課税方式」の場合、普通税であることから一般財源として扱うこと

となります。超過課税相当分が森林づくりのために使われることを県民の皆様に対して明ら

かにする必要があることから、基金を造成し、積み立てることで既存財源と区分して使途を

明確にすることが適当と考えます。 
③ みえ森と緑の県民税評価委員会条例定められている事項（評価委員会の設置） 

・第三者による「みえ森と緑の県民税評価委員会」により、実施した事業について、毎年度

評価検証を行ったうえ、必要に応じて事業の見直しを行い、結果を県民の皆様に対して公表

することは、税の使途を明確にする点からも適当と考えます。 
④ 2 つの基本方針とそれに伴う 5 つの対策 

(2) 国が創設する「森林環境譲与税（仮称）」との関係 

 平成 31 年度の導入が予定されている「森林環境譲与税（仮称）」は、間伐や人材育成・担い

手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充当されること

となり、みえ森と緑の県民税と一体で活用することにより、対策が一層進むことが期待されます。 
 このことを踏まえ、みえ森と緑の県民税は森林環境譲与税（仮称）を考慮して配分することが

適当と考えます。 
(3) 「三重の森林づくり基本計画」との関係 

 県では、森林を県民の共有財産と捉え、国、県、市町、事業者、森林所有者等及び県民一人ひ

とりが、それぞれの責任と役割に応じて互いに協働しながら豊かで健全な姿で次代に引き継いで

いくため、平成 17 年に「三重の森林づくり条例」を制定し、それに基づくマスタープランと

して「三重の森林づくり基本計画」を策定しています。 
 当基本計画は、平成 31 年度に向けて改定作業を行っているところであり、税を活用する事業

についても、当基本計画に位置付けることが適当と考えます。 
(4) 税を活用した事業を行ううえでの 3 原則 

【原則 1】「2 つの基本方針と 5 つの対策」に沿った内容であること。 
【原則 2】新たな森林対策として実施する新規又はこれに準ずる取組であること。なお、税導入

以前から取り組まれている事業の場合は、新たな視点を取り入れた対策とすること。 
【原則 3】直接的な財産形成を目的とする取組でないこと。 
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